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(57)【要約】
【課題】　集積回路素子の動作に起因する温度変動の影
響を軽減し、安定した特性を有する圧電発振器を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】　水晶発振器１は、水晶振動片３と、集積
回路素子１３を含む回路素子が収容された容器２を、蓋
４で気密封止した構造である。集積回路素子１３を含む
回路素子は、凹部１２の内底面２１０に設けられた各種
電極パッドに実装されており、水晶振動片３は段部上面
７０に設けられた搭載電極８に導電接合されている。水
晶振動片３は集積回路素子１３と平面視で重ならない位
置に配されており、水晶振動片に形成された電極が、容
器２の積層間に形成された基準電位の積層間パターンＧ
Ｐの一部と平面視透過で対向している。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電振動片と、集積回路素子を含む回路素子が収容された容器を、蓋で気密封止してな
る圧電発振器であって、
前記容器は凹部と、当該凹部の内底面上に段部を有する絶縁性材料からなる積層体であり
、
前記凹部の内底面に設けられた各種電極パッドに集積回路素子を含む回路素子が実装され
、前記段部の上面に設けられた搭載電極に圧電振動片が導電接合されてなり、
前記圧電振動片は集積回路素子と平面視で重ならない位置に配されているとともに、
圧電振動片に形成された電極が、容器の積層間に形成された基準電位の積層間パターンの
一部と平面視透過で対向していることを特徴とする圧電発振器。
【請求項２】
　前記凹部が平面視略矩形であり、前記圧電振動片と前記集積回路素子は、圧電振動片と
集積回路素子の各々の長さ方向が略平行で、かつ前記矩形の凹部の長辺に沿って凹部内に
平面視並列に収容され、
前記段部は少なくとも前記矩形の１短辺に沿った領域を有し、当該領域の上面のうち、前
記凹部の対向する２短辺の各中央を通る直線に対して片側の領域内において、
圧電振動片が搭載電極に導電接合されていることを特徴とする請求項１に記載の圧電発振
器。
【請求項３】
　前記圧電振動片が前記容器の搭載電極に、導電性のバンプを介して導電接合されている
ことを特徴とする請求項１乃至２のいずれかに記載の圧電発振器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電振動片や集積回路素子を含む回路素子が実装されて発振回路が構成され
た圧電発振器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧電発振器として例えば特許文献１乃至２に示すような水晶発振器がある。従来の水晶
発振器は、水晶振動片や集積回路素子（ＩＣチップ。以下ＩＣと略）や他の回路素子がベ
ースと呼ばれる容器に設けられた１つの凹空間内に収容される。以下、具体的な構造につ
いて言及する。
【０００３】
　図３乃至４に示す従来の水晶発振器１４において、ベース１５は上方に開口した平面視
矩形状の凹部Ｃと、この凹部Ｃの内底面１７の一端側に段部１８を有している。前記段部
の上面には搭載電極１９が形成されており、凹部内底面１７には複数の各種電極パッドＰ
，・・，Ｐが形成されている。そして、ＩＣ１３や他の回路素子（図示省略）は各種電極
パッドＰに導電接合され、水晶振動片３は搭載電極１９に導電接合される。具体的に水晶
振動片３の一端側には、表裏主面の励振電極（図示省略）から導出された接続電極１１ａ
，１１ｂが形成されており、これら接続電極１１ａ，１１ｂが導電性接着剤Ｓを介して搭
載電極１９に導電接合されている。なお搭載電極１９および各種電極パッドＰ，・・，Ｐ
の一部は、ベース内部の配線等を経由してベース外底面１６に形成された複数の外部接続
端子１０と電気的に接続されている。水晶振動片３とＩＣ１３は、平面視では重なる（ま
たは水晶振動片３の一部がＩＣ１３の平面視領域内に内包される）ような位置関係となっ
ている。
【０００４】
　前述した水晶発振器１４において水晶振動片３やＩＣ１３や他の回路素子は通電時に発
熱するが、これらの部品の中でも特にＩＣが高温となる。具体的に水晶発振器の起動時の
ＩＣの発熱やＩＣの間欠動作に伴って温度変動が生じるとその影響が水晶振動片に及び、
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出力周波数が変動して不安定になってしまうという問題が生じる（いわゆる周波数ドリフ
ト）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３００１７３号
【特許文献２】特開２００９－００５０４５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、集積回路素子の動作に起因する温度
変動の影響を軽減し、安定した特性を有する圧電発振器を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明は、圧電振動片と、集積回路素子を含む回路素子が収
容された容器を、蓋で気密封止してなる圧電発振器であって、前記容器は凹部と、当該凹
部の内底面上に段部を有する絶縁性材料からなる積層体であり、前記凹部の内底面に設け
られた各種電極パッドに集積回路素子を含む回路素子が実装され、前記段部の上面に設け
られた搭載電極に圧電振動片が導電接合されてなり、前記圧電振動片は集積回路素子と平
面視で重ならない位置に配されているとともに、圧電振動片に形成された電極が、容器の
積層間に形成された基準電位の積層間パターンの一部と平面視透過で対向している。
【０００８】
　上記発明によれば、圧電振動片の下方に集積回路素子が位置していないため、集積回路
素子から発生した熱やノイズが圧電振動片へ伝播するのを抑制することができる。これに
より、前述の周波数ドリフトを抑制することができる。
【０００９】
　また、圧電振動片に形成された電極が、基準電位の積層間パターンの一部と平面視透過
で対向しているため、圧電発振器を外部基板に実装した後の圧電発振器の特性変化を防止
することができる。これは次の理由による。
【００１０】
　前記基準電位の積層間パターンが、容器内部に形成されていない場合、圧電発振器を外
部基板に実装した際に圧電振動片に形成された励振電極が、外部基板上の配線パターンと
平面視で重畳することがあり、当該重畳により浮遊容量が発生してしまう。また、前記基
準電位の積層間パターンが容器内部に形成されている場合であっても、圧電振動片の励振
電極が前記積層間パターンと平面視透過で対向しない位置関係にあると、圧電発振器を外
部基板に実装した際に前記励振電極が外部基板上の配線パターンと平面視で重なった際に
浮遊容量が発生してしまう。
【００１１】
　前述した圧電振動片の励振電極と外部基板上の配線パターンとの重畳で発生する浮遊容
量によって、圧電発振器単体では製造時に所望の特性に調整されていたとしても、圧電発
振器の外部基板への実装後に前記浮遊容量の発生によって周波数が変化し、所望の特性が
得られなくなってしまう虞がある。
【００１２】
　これに対して本発明の上記構成であれば、圧電発振器の内部で既に圧電振動片の励振電
極と基準電位の積層間パターンが平面視透過で対向しているため、外部基板への実装後の
浮遊容量の増加を抑制することができる。その結果、外部基板実装時の浮遊容量の増加に
伴う圧電発振器の特性変化を抑制することができる。
【００１３】
　また上記目的を達成するために、前記凹部が平面視略矩形であり、前記圧電振動片と前
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記集積回路素子は、圧電振動片と集積回路素子の各々の長さ方向が略平行で、かつ前記矩
形の凹部の長辺に沿って凹部内に平面視並列に収容され、前記段部は少なくとも前記矩形
の１短辺に沿った領域を有し、当該領域の上面のうち、前記凹部の対向する２短辺の各中
央を通る直線に対して片側の領域内において、圧電振動片が搭載電極に導電接合されてい
てもよい。
【００１４】
　上記発明によれば、圧電振動片は、前記矩形の１短辺に沿った領域を有する段部の上面
のうち、平面視略矩形の凹部の対向する２短辺の各中央を通る直線に対して片側の領域内
において導電接合される。このような領域内に圧電振動片を接合することにより、出力周
波数の安定度（周波数安定度）を向上させることができる。
【００１５】
　圧電発振器の製造工程において加わる熱によって、絶縁性材料からなる容器には圧縮応
力や収縮応力等の応力が発生し、平面視矩形状の容器の長辺および短辺の略中央部分を頂
点としてベースが曲線状に撓むことがある。従来の圧電発振器では、例えば圧電振動片の
一短辺両側の２箇所が、段部上面の長さ方向の中央を段部の幅方向に横断するラインに対
して両側に略均等に離間した位置にある搭載電極に接合材を介して接合される。そして前
述の容器に働く前記応力が、圧電振動片の一短辺両側の２箇所の接合部位を介して圧電振
動片にも伝播しやすくなる。つまり、容器に働く各種応力の影響を圧電振動片が受けやす
くなる。これにより、周波数安定度が劣化することがある。
【００１６】
　これに対して、本発明の構成によれば、圧電振動片は、段部の上面のうち、平面視略矩
形の凹部の対向する２短辺の各中央を通る直線に対して片側の領域内のみで導電接合され
るため、容器に働く各種応力の圧電振動片への伝播による影響を軽減することができる。
これにより、周波数安定度が向上する。
【００１７】
　また、従来の圧電発振器の構成の場合、前述の２箇所の接合部位のいずれか一方または
両方の接合材に亀裂等が生じて電気的接続が不安定になったり、圧電振動片が剥がれて導
通不良に至る虞がある。これに対して、本発明の構成であれば、圧電振動片が、段部の上
面のうち、平面視略矩形の凹部の対向する２短辺の各中央を通る直線に対して片側の領域
内のみで導電接合されるため、接合材の亀裂等の発生を抑制し、圧電振動片の容器への接
合安定性を向上させることができる。当該効果は導電性接着材に比べて強固に接合される
金等からなる導電性バンプを接合材として使用する場合に特に好適である。
【００１８】
　また上記発明によれば、前記凹部が平面視略矩形であり、前記圧電振動片と前記集積回
路素子は、圧電振動片と集積回路素子の各々の長さ方向が略平行で、かつ前記矩形の凹部
の長辺に沿って凹部内に平面視並列に収容されているため、容器がより小型になった場合
であっても、圧電振動片と集積回路素子とが平面視で重畳しない状態で、圧電振動片の辺
長を出来るだけ長く確保することができる。圧電振動片は小型になるほど等価抵抗値が増
大して所望の電気的特性を得ることが困難になってくるが、本発明の上記構成によれば可
能な限り圧電振動片を大きくすることができるので所望の電気的特性を得やすくなる。
【００１９】
　また上記目的を達成するために、前記圧電振動片が前記容器の搭載電極に、導電性のバ
ンプを介して導電接合されていてもよい。
【００２０】
　上記発明によれば、前述の効果に加え、容器が小型化して圧電振動片の容器への接合領
域が狭小となった場合であっても、高精度で圧電振動片を接合することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように、本発明によれば、集積回路素子の動作に起因する温度変動の影響を軽減
し、安定した特性を有する圧電発振器を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る水晶発振器の上面模式図
【図２】図１のＡ－Ａ線における断面模式図
【図３】従来の水晶発振器の上面模式図
【図４】図３のＢ－Ｂ線における断面模式図
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。本実施形態では圧電発振器と
して温度補償機能を備えた水晶発振器（温度補償型水晶発振器）を例に挙げて説明する。
なお本実施形態における水晶発振器の発振周波数は３２．７６８ｋＨｚとなっている。前
記発振周波数は一例であり、当該発振周波数以外の周波数にも本発明は適用可能である。
【００２４】
　本発明の実施形態について図１乃至２を用いて説明する。図１は本発明の実施形態に係
る水晶発振器の上面模式図であり、図２は図１のＡ－Ａ線における断面模式図となってい
る。ここで図１では説明の便宜上、凹部１２を覆うための蓋が接合されていない状態で表
している。また図１乃至２では、後述する他の回路素子の記載は省略している。
【００２５】
　図１において水晶発振器は、ベース２と、水晶振動片３と、集積回路素子（以下、ＩＣ
と略）および他の回路素子（図示省略）と、蓋が主な構成部材となっている。
　ベース２は、上方に開口した凹部１２を有する略直方体状の容器であり、絶縁性材料を
基材として構成されている。ベース２は４枚のセラミックグリーンシート（下層側から順
に第１層２０、第２層２１、第３層２２、第４層２３）の積層体であり、焼成によって一
体成形されている。ベース２は平面視では略矩形であり、本実施形態では外形寸法は３．
２ｍｍ×２．５ｍｍとなっている。凹部１２も平面視略矩形となっている。
【００２６】
　ベース２の凹部１２の内底面２１０には、段部７が形成されている。この段部７は第２
層２２の一部が凹部内に露出するように形成されたものであり、周状に形成されている。
この部段７の上面のうち、一端側７０（水晶振動片３の固定端側）は平面視矩形状の凹部
１２の１短辺に沿った領域となっており、他端側７１（水晶振動片の自由端に近い側）に
比べてベース２の長辺方向に幅広に形成されている。段部上面の一端側７０には２つの搭
載電極８ａ，８ｂが並列して形成されている。
【００２７】
　搭載電極８（８ａ，８ｂ）は、段部上面の一端側７０のうち、ベース短辺方向の一端側
に偏った状態で形成されており、所定の間隔を隔てて形成されている。ここで、２つの搭
載電極８ａ，８ｂは同一面積あるいは異なる面積で形成される。２つの搭載電極８ａ，８
ｂは、ベース内部に設けれらた内部配線（図示省略）およびビア（図示省略）を介して、
内底面２１０の電極パッドの一部（後述）およびベース外底面２００の外部接続端子１０
（図２参照）の一部と電気的に接続されている。なお本実施形態では外部接続端子１０は
ベース外底面２００の４隅付近に配置されており、入力・出力端子、ＧＮＤ端子、電源端
子となっている。これらの機能端子の形成数は４つに限定されるものではなく、４つ以上
形成してもよい。
【００２８】
　図１乃至２において、ベース２の内底面２１０には図示しない複数の電極パッドが形成
されている。これらの電極パッドは、ＩＣ（１３）や他の回路素子（温度補償回路等）が
搭載されるパッドであり、所定の形状でパターン形成されている。本実施形態では前記電
極パッドおよび配線パターンを含む電極パターンはベース内底面側からタングステン、ニ
ッケルメッキ、金メッキの順で積層されて構成されている。なお前述の搭載電極８（８ａ
，８ｂ）も電極パッドを含む電極パターンと一括同時に形成されている。
【００２９】
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　前記複数の電極パッドのうち、ＩＣが搭載される電極パッドは、平面視矩形状の凹部１
２の一長辺寄りの位置に偏って形成されており、当該位置にＩＣが図１に示すように実装
される。なお本実施形態においてＩＣ１３は平面視矩形状のベアチップＩＣであり、当該
チップの機能端子面がベース内底面２１０に対面するように、ＩＣの各機能端子がベース
内底面の複数のＩＣ搭載用の電極パッド上に一対一で金属バンプを介して超音波接合され
ている（いわゆるＦＣＢ接合（Ｆｌｉｐ　Ｃｈｉｐ　Ｂｏｎｄｉｎｇ））。
【００３０】
　ベース２の積層間には基準電位の積層間パターンＧＰが形成されている。具体的に基準
電位の積層間パターンＧＰ（以下、ＧＮＤパターンと略）は、図２に示すように第１層２
０と第２層２１の積層間に形成されており、平面視では図１において点線で示す位置（概
略）に形成されている。ＧＮＤパターンＧＰは図示しない複数のビアを介して凹部１２の
内底面２１０の電極パターン等と電気的に接続されている。これにより、高温となったＩ
Ｃの熱をベース基材の内部に伝導させることができ、凹部１２の内部の温度上昇を抑制さ
せることができる。その結果、周波数ドリフトを抑制することができる。
なお図１ではＧＮＤパターンＧＰの形状は説明の便宜上、簡略化して表示している。本実
施形態ではＧＮＤパターンＧＰはタングステンで形成されているが、タングステン以外に
銅等の他の導体を使用することも可能である。
【００３１】
　ＧＮＤパターンＧＰは、ＩＣを含む回路素子が実装される領域の電極パターンの一部と
平面視で重畳した状態となっている。つまりＧＮＤパターンＧＰは、凹部１２の内底面２
１０に実装される複数の回路素子の一部を平面視で内包する面積で形成されているので電
磁的シールド効果を得ることができる。
【００３２】
　図１乃至２において、ベース２の開口部の周囲には土手状の部位（第４層２３）の上面
には環状の金属製リング５が取り付けられている。この金属製リング５の上面には封止材
６が周状に形成されており、ベース２は金属製の蓋４と封止材６を介してシーム溶接法に
よって接合されている。なお本実施形態ではベース２と蓋４との接合は真空下で行われる
。このように真空下で凹部１２を気密封止することによって、凹部内に不活性化ガス等の
気体が充填された場合に比べて等価直列抵抗値を低下させることができる。
【００３３】
　図１において、水晶振動片３は屈曲振動を行なう音叉型の水晶振動板であり、基部３０
と当該基部の一端側から平行に伸長する一対の振動腕３１，３１からなっている。一対の
振動腕３１，３１の表裏主面には、所定長さの溝が対向して形成されている。当該溝を形
成することによって音叉型水晶振動板の等価抵抗値の増大が抑制され、振動子として良好
な特性を得ることができる。
【００３４】
　水晶振動片３の基部３０および一対の振動腕３１，３１の表裏主面および内外側面には
、所定形状の電極がパターン形成されており、前記振動腕に形成された溝の内周面にも及
んで形成されている。これらの電極はフォトリソグラフィ技術を用いて形成されており、
本実施形態ではＣｒを下地として上層にＡｕが積層された膜構成となっている。なお図１
では説明の便宜上、水晶振動片３の基部３０と一対の振動腕３１，３１の表裏主面および
内外側面に形成される電極のうち、ベース２と接合される電極である接続電極１１（一主
面側の一対の接続電極が１１ａ，１１ａ、他主面側の一対の接続電極が１１ｂ，１１ｂ）
と、一対の振動腕３１，３１の溝に形成された電極Ｅ，Ｅ（励振電極の一部）のみを表示
している。ここで基部３０の表主面側に形成された一対の接続電極１１ａ，１１ａと，基
部３０の裏主面側に形成された一対の１１ｂ，１１ｂは異極となっており、基部の両外側
面に形成された電極を介してそれぞれ電気的に接続される。これにより水晶振動板の表裏
間の導通が確保されている。
【００３５】
　水晶振動片の基部３０の裏主面側に形成された一対の接続電極１１ｂ，１１ｂは、搭載
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電極８ａ，８ｂ上に、金からなるバンプ９，９を介して一対一で導電接合されている。こ
こで水晶振動片３がベース２と接合される領域は、段部上面の一端側７０の上面のうち、
平面視略矩形の凹部１２の対向する２短辺の各中央を通る直線ＣＬに対して片側（図１に
おいてＣＬに対して上側）の領域内となっている。このような領域内に水晶振動片を接合
することにより、周波数安定度を向上させることができる。本実施形態では、水晶振動片
の基部３０の幅（振動腕の伸長方向と直交する方向の幅）は、凹部１２の短辺長に対して
約４０％以下の寸法となっている。
【００３６】
　水晶発振器の製造工程において加わる熱によって、絶縁性材料からなるベースには圧縮
応力や収縮応力等の応力が発生し、平面視矩形状のベースの長辺および短辺の略中央部分
を頂点としてベースが曲線状に撓むことがある。従来の水晶発振器では、例えば図３に示
す水晶振動片３の基部３０の他端側の２箇所が、段部１８の上面の長さ方向（ベース短辺
方向）の中央を段部の幅方向に横断するラインＣＬに対して両側（図３ではＣＬに対して
上下両側）に略均等に離間した位置にある搭載電極１９ａ，１９ａに接合材Ｓを介してそ
れぞれ接合される。そしてベース１５に働く前記応力が、基部３０の前記２箇所の接合部
位を介して水晶振動片にも伝播しやすくなる。つまり、ベースに働く各種応力の影響を水
晶振動片が受けやすくなる。これにより、出力周波数の安定度（周波数安定度）が劣化す
ることがある。
【００３７】
　これに対して、本発明の上記構成によれば、水晶振動片３は、段部７の上面のうち、平
面視略矩形の凹部１２の対向する２短辺の各中央を通る直線ＣＬに対して片側の領域内の
みで導電接合されるため、容器に働く各種応力の圧電振動片への伝播による影響を軽減す
ることができる。これにより、周波数安定度が向上する。
【００３８】
　また、従来の水晶発振器の構成の場合、前述の２箇所の接合部位のいずれか一方または
両方の接合材に亀裂等が生じて電気的接続が不安定になったり、水晶振動片が剥がれて導
通不良に至る虞がある。これに対して、本発明の構成であれば、水晶振動片が、段部の上
面のうち、平面視略矩形の凹部の対向する２短辺の各中央を通る直線に対して片側の領域
内のみで導電接合されるため、接合材の亀裂等の発生を抑制し、水晶振動片の容器への接
合安定性を向上させることができる。当該効果は導電性接着材に比べて強固に接合される
導電性バンプを接合材として使用する場合に特に好適である。
【００３９】
　図１に示すように、水晶振動片３とＩＣ１３は、水晶振動片とＩＣの各々の長さ方向（
長手方向）が略平行となっており、平面視略矩形の凹部１２の長辺に沿って凹部１２の内
部に平面視で並列に収容されている。
【００４０】
　このような構成によって、ベースがより小型になった場合であっても、水晶振動片とＩ
Ｃとが平面視で重畳しない状態で、水晶振動片の辺長を出来るだけ長く確保することがで
きる。水晶振動片は小型になるほど等価抵抗値が増大して所望の電気的特性を得るのが困
難になってくるが、本発明の上記構成によれば可能な限り圧電振動片を大きくすることが
できるので所望の電気的特性を得やすくなる。
【００４１】
　また、図１に示すように水晶振動片３は、ＩＣ１３と平面視で重ならない位置に配され
ているとともに、図２に示すように一対の振動腕の主面に形成された励振電極Ｅ，Ｅの一
部が、ＧＮＤパターンＧＰの一部と平面視透過で対向する位置関係となっている。なお図
２では符号Ｅで示す振動腕の表裏で対向する一対の励振電極のみを表示しているが、実際
には振動腕の対向する両側面にも励振電極が形成されており、これらの振動腕の両側面の
電極は各振動腕の先端部分でつながり腕先全周に及んで金属膜が形成されている（この腕
先部分は周波数を調整するために用いられる領域である）。したがって実際には励振電極
Ｅに加え、各振動腕の先端部分の金属膜の一部もＧＮＤパターンＧＰの一部と平面視透過
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で対向することになる。
【００４２】
　上記構成によれば、水晶振動片の下方にＩＣが位置していないため、ＩＣ１３から発生
した熱やノイズが水晶振動片３へ伝播するのを抑制することができる。これにより、前述
の周波数ドリフトを抑制することができる。
【００４３】
　そして水晶振動片３に形成された電極が、ＧＮＤパターンＧＰの一部と平面視透過で対
向しているため、水晶発振器を外部基板に実装した後の水晶発振器の特性変化を防止する
ことができる。これは次の理由による。
【００４４】
　前記ＧＮＤパターンが、ベース内部に形成されていない場合、水晶発振器を外部基板に
実装した際に水晶振動片に形成された励振電極が、外部基板上の配線パターンと平面視で
重畳することがあり、当該重畳により浮遊容量が発生してしまう。また、前記ＧＮＤパタ
ーンがベース内部に形成されている場合であっても、水晶振動片の励振電極がＧＮＤパタ
ーンと平面視透過で対向しない位置関係にあると、水晶発振器を外部基板に実装した際に
前記励振電極が外部基板上の配線パターンと平面視で重なった際に浮遊容量が発生してし
まう。
【００４５】
　前述した水晶振動片の励振電極と外部基板上の配線パターンとの重畳で発生する浮遊容
量によって、水晶発振器単体では製造時に所望の特性に調整されていたとしても、水晶発
振器の外部基板への実装後に前記浮遊容量の発生によって周波数が変化し、所望の特性が
得られなくなってしまう虞がある。
【００４６】
　これに対して本発明の上記構成であれば、水晶発振器の内部で既に水晶振動片の励振電
極とＧＮＤパターンが平面視透過で対向しているため、外部基板への実装後の浮遊容量の
増加を抑制することができる。その結果、外部基板実装時の浮遊容量の増加に伴う水晶発
振器の特性変化を抑制することができる。なお、本実施形態では水晶振動片として音叉型
水晶振動片を使用しているが、厚みすべり振動を行なう板状のＡＴカット水晶振動片も使
用可能である。この場合、ＡＴカット水晶振動片の表裏に形成した励振電極が前記ＧＮＤ
パターンの一部と平面視透過で対向するようにすれば、前述の効果と同様の効果を得るこ
とができる。
【００４７】
　本実施形態ではセラミックシートの積層体であるベースの例として４層構成を例に挙げ
たが、ベースは４層以下、あるいは４層以上で構成されていてもよい。また、本実施形態
では水晶振動片とベースの接続電極との電気機械的な接合を、導電性のバンプを介して行
なっているが、導電性のバンプの代わりに導電性接着剤を用いてもよい。導電性接着剤を
使用した場合であっても、前述した作用効果と同様の効果を得ることができる。
【００４８】
　本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形で実施
することができる。そのため、上述の実施の形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず、限
定的に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって、
明細書本文には、なんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形
や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　圧電発振器の量産に適用できる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　水晶発振器
　２　　ベース
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　３　　水晶振動片
　４　　蓋
　５　　金属製リング
　６　　封止材
　７　　段部
　８　　搭載電極
　９　　導電性バンプ
　１０　　外部接続端子
　１１　　接続電極
　１２　　凹部
　１３　　集積回路素子
　ＧＰ　　基準電位の積層間パターン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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